
資料6-１

近隣自治体体育施設団体登録要件

自治体名 根拠 最低登録人数 最低年齢 市内団体要件 登録制限 有効期限 抽選申込 備考

狛江市（現行）

狛江市体育施設条例施行規則 ５名 ー 半数以上が市民 なし １年

体育館
 月10スパン（週2スパンまで、連続スパンも可）
グラウンド
 月５スパン（週２スパンまで、連続スパン不可）

市民のみ住基情報で住所確認

調布市

調布市総合体育館条例施行規則
調布市民体育施設条例施行規則

10名 ３歳 ７割以上が市民
同一種目における同一人物の登録は不可
1団体の複数登録不可

５年
申込：最大８スパン、当選：最大４スパン
同一内容(同一の施設・日時)の申込不可 メンバー全員の本人確認書類の提出

武蔵野市

ー ５名 ー 全員が市民 なし ３年 代表者の本人確認書類の提出

三鷹市

三鷹市市民体育施設条例施行規則
三鷹市市民体育施設条例施行規則取扱要領

グラウンド ９名
体育館６名

ー
グラウンド 全員が市民
体育館 半数以上が市民

同一種目における同一人物（構成員）の登
録は不可
1団体の複数登録不可

３年 申込は10スパン、最大当選区分は５スパン メンバー全員の本人確認書類の提出

世田谷区

世田谷区立総合運動場条例
世田谷区公共施設を不適切に利用する団体への利用制限に関する基準

５名 ー 半数以上が市民
1団体の複数登録不可
団体の構成員の半数以上が他の団体構成員
と同一人である場合の登録不可

２年 申込５スパン
代表者の本人確認書類の提出
登録料(1,500円）・更新料(1,000円）有

川崎市

川崎市公共施設利用予約システムの利用者の登録等に関する要綱
5名
野球場専用団体登録 ９名

ー
半数以上が市民
野球場専用団体登録 全員市民

1団体の複数登録不可 ３年 平日４スパン、休日４スパン メンバー全員の本人確認書類の提出



資料6-2

近隣自治体テニス登録要件

自治体名 根拠 個人・団体の別 団体人数 有効期限 備考

狛江市（現行）

狛江市体育施設条例施行規則 個人（市民のみ） ー 3年 本人確認書類

調布市

調布市民体育施設条例施行規則 個人 ー 5年 本人確認書類

武蔵野市

三鷹市市民体育施設条例施行規則
三鷹市市民体育施設条例施行規則取扱要領

個人（予約不可）・団体 6名以上（全員市民） 3年 代表者の本人確認書類

三鷹市

ー 個人 ー 3年 本人確認書類

世田谷区

世田谷区立総合運動場条例
世田谷区公共施設を不適切に利用する団体への利用制限に関する基準

団体 2から4名(2名以上区民） ２年
代表者の本人確認書類の提出
登録料(1,500円）・更新料(1,000円）有

川崎市

川崎市公共施設利用予約システムの利用者の登録等に関する要綱 個人 ー ３年 本人確認書類
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